
指定給水装置工事事業者の新規申請について 

 

○以下の書類の提出をお願いします。 

① 指定給水装置工事事業者指定申請書             １部 

（様式第 1号）   

② 機械器具調書                        １部 

（様式第 1号別表） 

③ 誓約書                            １部 

（様式第 2号）  

④ 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書          １部 

（様式第 3号） 

⑤ 給水装置工事資格者一覧表                 １部 

（様式第 3号参考資料） 

⑥ 給水装置工事主任技術者免状（写し）            各１部 

（今回選任される方全員分の写しを提出してください） 

⑦ 会社の定款及び現在事項全部証明書（写し）         １部 

（個人事業者の方は住民票の原本を提出してください） 

 

○申請時に以下の項目を確認しますので、別紙確認様式 1～3 を提出してください。 

  １．指定給水装置工事事業者講習会の受講状況 

  ２．業務内容（営業時間、漏水修繕、対応工事等について） 

  ３．給水装置工事主任技術者の研修受講状況 

  ４．適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況 

 

 提出書類を審査し、申請が認められましたら、指定手数料（15,000 円）の納付書

を送付致しますので、金融機関または高千穂町役場にてお支払ください。納付の確認が

出来ましたら、当町から「高千穂町指定給水装置工事事業者証」を交付致します。 

 何かご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

 

 

                              高千穂町役場 上下水道課  

                     業務係 工務係  

                                （ＴＥＬ） 0982-73-1209 

                                （ＦＡＸ） 0982-73-1232 

（Ｅメール）suidoh@town-takachiho.jp 

     


